
 2024年4月4日時点
【企業会計基準委員会　ASBJ】

■確定公表済
項目 内容 ステータス

パーシャルスピンオ
フの会計処理

2023年3月に企業会計基準諮問会議から提言を
受け、事業を分離・独立させる手段であるスピ
ンオフに関して、スピンオフ実施会社に一部の
持分を残すスピンオフの会計処理について検討
が行われていた。

2024年3月22日に改正企業会計基準適用指針第
2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準の適用指針」等が公表された。

グローバル・ミニマ
ム課税に関する改正
法人税法への対応

以下の検討が行われていた。
①　 グローバル・ミニマム課税制度に係る法人
税等（当期税金）の会計処理及び開示の取
扱いの検討 

②　 グローバル・ミニマム課税制度に係る税効
果会計の取扱いについて、令和 6 年度以降
の税制改正への対応として、実務対応報告
第 44 号「グローバル・ミニマム課税に対応
する法人税法の改正に係る税効果会計の適
用に関する当面の取扱い」における当面の
取扱いを継続するための改正の要否の検討

①　 2024年3月22日に実務対応報告第46号「グ
ローバル・ミニマム課税制度に係る法人税
等の会計処理及び開示に関する取扱い」が
公表された。また、本実務対応報告を適用
する場合に実務に資するための情報を提供
することを目的として、補足文書「グロー
バル・ミニマム課税制度に係る法人税等に
関する見積りについて」が同日公表された。

②　 2024年3月22日に改正実務対応報告第44号
「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」が公表され
た。

四半期報告書制度の
見直しへの対応

金融商品取引法上の四半期報告書制度の見直し
への対応として、改正後の金融商品取引法上の
半期報告書制度に対応する会計基準等について
検討が行われていた。

2024年3月22日に企業会計基準第33号「中間財
務諸表に関する会計基準」等が公表された。

■公開草案公表中
項目 内容 ステータス

リースに関する会計
基準

日本基準を国際的に整合性のあるものとする取
組みの一環として、借手のすべてのリースにつ
いて資産及び負債を認識するリースに関する会
計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏
まえた検討が行われている。
合わせて、リースの貸手の収益認識に関する会
計処理（リース業における割賦販売取引の会計
処理を含む。）について検討が行われている。

2023年5月2日に、企業会計基準公開草案第73
号「リースに関する会計基準（案）」等が公表さ
れ、2023年8月4日にコメントが締め切られた。
現在、公開草案に寄せられたコメントへの対応
が検討されている。

■専門委員会で審議中
項目 内容 ステータス

金融商品に関する会
計基準

日本基準を国際的に整合性のあるものとする取
組みの一環として、予想信用損失モデルに基づ
く金融資産の減損についての会計基準の開発に
向けて、検討が行われている。
なお、金融資産及び金融負債の分類及び測定に
ついては、今後、会計基準の開発に着手するか
否かについて判断する予定とされている。

2022年4月より、予想信用損失モデルに基づく
金融資産の減損について、IFRS第9号「金融商品」
の相対的アプローチを採用したモデル（ECLモデ
ル）を開発の基礎として検討が進められている。
現在、国際的な比較可能性を確保することを重
視し、IFRS第9号を適用した場合と同じ実務及び
結果となると認められる会計基準の開発を目的
とした審議が一巡したことを踏まえ、IFRS第9号
を出発点として適切な引当水準を確保したうえ
で実務負担に配慮した会計基準の開発を目的と
した審議が行われている。

会計基準等開発動向
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項目 内容 ステータス

上場企業等が保有す
るベンチャーキャピ
タル（VC）ファン
ドの出資持分に係る
会計上の取扱い

2023年11月に企業会計基準諮問会議から提言を
受け、上場企業等が保有する組合等への出資持
分に関して、VCファンドに相当する組合等の構
成資産である市場価格のない株式を中心とする
限定した範囲の会計上の取扱いについて検討が
行われている。

2023年12月より検討が開始されている。

金融商品取引法上の
「電子記録移転権利」
又は資金決済法上の
「暗号資産」に該当
するICOトークンの
発行・保有等に係る
会計上の取扱い

資金決済法上の「暗号資産」に該当するICOトー
クンの発行・保有等に係る会計上の取扱いにつ
いて検討が行われている。

資金決済法上の「暗号資産」に該当するICOトー
クンの発行・保有等に係る会計上の取扱いにつ
いては、2022年3月15日に、「資金決済法上の
暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転
権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係
る会計処理に関する論点の整理」が公表された。
2022年6月8日にコメントが締め切られ、現在、
論点整理に寄せられたコメントへの対応が検討
されている。
このうち、暗号資産の発行者が発行時に自己に
割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて、
2022年11月７日の第490回企業会計基準委員会
において審議が行われ、ASBJにおける議論の内
容を周知するために、議事概要別紙（https://
www.asb.or.jp/jp/wp-con-tent/uploads/ 
20221107_490g_02.pdf）が公表された。

子会社株式及び関連
会社株式の減損との
れんの減損の関係

JICPAから公表されている会計制度委員会報告第
7号「連結財務諸表における資本連結手続に関す
る実務指針」に定められる連結財務諸表におけ
るのれんの追加的な償却処理について、子会社
株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の
関係を踏まえ、検討が行われている。

2017年10月より検討が開始されている。

■基準諮問会議でテーマアップの要否を審議中
項目 内容 ステータス

株式報酬に関する会
計処理及び開示の取
扱いの整備について

（1） いわゆる現物出資構成による取引に関する会
計基準の開発

（2） 現金決済型の株式報酬取引に関する会計基準
の開発

（3） インセンティブ報酬に関する包括的な会計基
準の開発

第43回基準諮問会議（2021年11月29日開催）
においてテーマ提言がなされた。
（1）について、実務対応レベルとして、実務対応
専門委員会にテーマ評価を依頼するとされ、（2）
（3）について、会計基準レベルとして事務局にお
いて論点整理を行うとされた。
第44回基準諮問会議（2022年3月2日開催）で
は検討状況の報告を行うとともに、（1）から（3）
のテーマのうち、（1）のテーマ評価を優先させて
進めることとした。
第45回基準諮問会議（2022年7月20日）では、
（1）に係る現状のテーマ評価の検討状況について
説明がなされた。現在、（1）のテーマ評価を優先
しており、（2）及び（3）の検討には至っていない。

実務対応報告第19 
号「繰延資産の会計
処理に関する当面の
取扱い」の改正

実務対応報告第19号で規定される繰延資産の会
計処理のうち、株式交付費、新株予約権発行費、
社債発行費、創立費及び開業費の会計処理の検
討

第48回基準諮問会議（2023年7月3日開催）に
おいて、会計基準レベル／実務対応レベルとし
て、実務対応専門委員会にテーマ評価を依頼す
るとされた。
第49回基準諮問会議（2023年11月22日開催）
において、実務対応専門委員会におけるテーマ
評価では、実務対応報告第19号を見直すことに
ついて一定のニーズがあり、企業会計基準委員
会で基準開発を行う価値があると考えられるが、
見直しの範囲を実務対応報告第19号で扱う繰延
資産とするか、より広く繰延資産全体とするか
について検討すべきとされた。

テクニカルセンター　会計情報　Vol. 573 / 2024. 5　© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.　83

https://www.asb.or.jp/jp/wp-con-tent/uploads/20221107_490g_02.pdf
https://www.asb.or.jp/jp/wp-con-tent/uploads/20221107_490g_02.pdf
https://www.asb.or.jp/jp/wp-con-tent/uploads/20221107_490g_02.pdf


項目 内容 ステータス

これを受けて、基準諮問会議において、基準開
発の対象も含めた検討が継続されている。

バーチャルPPAの会
計処理について

環境意識の高まりとともに今後、取引が拡大さ
れると見込まれるバーチャル PPA（電力購入契
約の一種）の会計処理の明確化

第49回基準諮問会議（2023年11月22日開催）
において、実務対応レベルとして、実務対応専
門委員会にテーマ評価を依頼するとされた。
第50回基準諮問会議（2024年3月11日開催）に
おいて、実務対応専門委員会のテーマ評価では、
バーチャルPPAについて需要家の観点から優先
度の高い論点に範囲（会計処理単位や時価評価
の要否）を限定して会計処理を検討するアプロ
ーチについては新規テーマとして取り上げる要
件を満たしているとの評価が行われている。
今後、追加情報の収集及び分析を行ったうえで、
次回以降改めて審議を行うこととされた。

■今後、開発に着手するか否かを判断
項目 内容 ステータス

該当なし

■その他の日本基準の開発に関する事項
項目 内容 ステータス

日本公認会計士協会
（JICPA）が公表した
実務指針等の移管

JICPAが公表した実務指針等をASBJに移管するに
当たり、移管のアプローチ等について検討を行
う。あわせて、会計基準等の利用者における利
便性を向上させることを目的として、会計基準
等を体系化するための取組みについて検討を行
うこととされている。

2024年4月3日に移管指針公開草案 「移管指針の
適用（案）」等（コメント期限：2024年6月3日）
が公表されている。

適用後レビューの実
施

ASBJが開発する会計基準の適正手続（デュー・
プロセス）は、公益財団法人財務会計基準機構
の理事会が定める「企業会計基準及び修正国際
基準の開発に係る適正手続に関する規則」（以下
「適正手続規則」という。）に規定されており、
適正手続規則では、適用後レビューの実施が定
められている。

「開示に関する適用後レビューの実施計画」が作
成され、2017年12月26日に適正手続監督委員
会に報告されている。
現在、「開示に関する適用後レビューの実施計画」
に基づき適用後レビューの作業が実施されてい
る。

【サステナビリティ基準委員会　SSBJ】

■公開草案公表中
項目 内容 ステータス

日本版S1プロジェ
クト

SSBJが開発する基準を国際的に整合性のあるも
のとする取組みの一環として、国際サステナビ
リティ基準審議会（ISSB）のIFRS S1号「サステ
ナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要
求事項」に相当する基準の開発を行う。

2024年3月29日にサステナビリティ開示ユニバ
ーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基
準の適用（案）」及びサステナビリティ開示テー
マ別基準公開草案第1号「一般開示基準（案）」
（コメント期限：2024年7月31日）が公表され
ている。

日本版S2プロジェ
クト

SSBJが開発する基準を国際的に整合性のあるも
のとする取組みの一環として、ISSBのIFRS S2号
「気候関連開示」に相当する基準の開発を行う。

2024年3月29日にサステナビリティ開示テーマ
別基準公開草案第2号「気候関連開示基準（案）」
（コメント期限：2024年7月31日）が公表され
ている。

（補足）サステナビリティ開示基準の適用対象・適用時期については、金融庁金融審議会「サステナビリティ情報
の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」にて検討が行われている。
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■今後、開発に着手するか否かを判断
項目 内容 ステータス

産業別の基準 IFRS S2号とあわせてISSBから公表された「IFRS 
S2号『気候関連開示』を適用するための産業別
ガイダンス」に関しては、当初は例示扱いとし、
強制力がない（基準に準拠した旨を表明する上
で従うことが要求されない）ものとされている。

日本版S2プロジェクトにおいても、当初はISSB
の産業別ガイダンスに相当する産業別の基準を
開発することはせず、産業別ガイダンスが強制
力を持つことになった場合に、改めてSSBJとし
てISSBの産業別ガイダンスを踏まえた産業別の
基準を開発するかどうかを個別に検討すること
とされている。

【日本公認会計士協会　JICPA】
　会計制度委員会実務指針、監査・保証実務委員会実務指針及び業種別委員会実務指針のうち会計処理の原則及び
手続を定めたもの

■確定公表済
項目 内容 ステータス

会計制度委員会報告
第7号「連結財務諸
表における資本連結
手続に関する実務指
針」の改正

ASBJから2024年3月22日に改正企業会計基準適
用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準の適用指針」及び改正企業会
計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計
基準の適用指針」が公表されたことに伴い、左
記実務指針の改正を行うもの。

2024年3月22日に会計制度委員会報告第7号「連
結財務諸表における資本連結手続に関する実務
指針」が公表された。

■公開草案公表中
項目 内容 ステータス

企業会計基準公開草
案第73号「リース
に関する会計基準
（案）」等の公表に伴
う実務指針等の改正
及び廃止

ASBJから2023年5月2日に公表された企業会計
基準公開草案第73号「リースに関する会計基準
（案）」等に対応するため、会計制度委員会報告
第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フ
ロー計算書の作成に関する実務指針」、会計制度
委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務
指針」等の実務指針等について見直しを行うも
の。

2023年5月2日付で、左記実務指針等の改廃に関
する公開草案が公表され、2023年8月4日まで意
見募集が行われていた。

会計制度委員会報告
第7号「連結財務諸
表における資本連結
手続に関する実務指
針」の改正

ASBJから2024年3月22日に企業会計基準第33
号「中間財務諸表に関する会計基準」及び企業
会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関す
る会計基準の適用指針」が公表されたことに伴
い、左記実務指針の改正を行うもの。
現行の左記実務指針第7項では、決算日に四半期
決算日又は中間決算日が含まれるとされている
が、中間会計基準等の公表に伴い、その他の適
切に決算が行われた日についても決算日に含ま
れることを明確化している。

2024年3月22日付で、左記実務指針の改正に関
する公開草案が公表され、2024年4月22日まで
意見募集が行われている。
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【金融庁】
項目 内容 ステータス

令和5年金融商品取
引法等改正に係る政
令・内閣府令案等

2023年11月20日に成立した「金融商品取引法
等の一部を改正する法律」（令和5年11月29日法
律第79号。以下「改正法」という。）のうち、四
半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴
い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行う
もの。

主な改正等の内容は以下のとおり。
・ 上場会社等が提出する半期報告書に関する規
定を整備する。

・ 以下の事項について、臨時報告書の提出事由
に追加する。

　➣ 「企業・株主間のガバナンスに関する合意」
の締結・変更

　➣ 「企業・株主間の株主保有株式の処分・買
増し等に関する合意」の締結・変更

・ 財務諸表等規則及び連結財務諸表規則におい
て、従前の四半期財務諸表を第１種中間財務
諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸
表として中間財務諸表の作成方法等を含め規
定する。

左記政令・内閣府令案等が2024年3月27日付で
公布され、以下のとおり適用されている。
・有価証券届出書及び発行登録書
　2024年4月1日以後最初に有価証券報告書を提
出した時から適用（改正法附則第3条第2項の規
定により、改正後の規定に基づく半期報告書を
提出する会社にあっては、施行日以後最初に当
該半期報告書を提出した時から適用）
・有価証券報告書
　2024年4月1日以後開始する事業年度に係る有
価証券報告書から適用（改正法附則第3条第2項
の規定により、改正後の規定に基づく半期報告
書を提出する会社にあっては、施行日以後に提
出する有価証券報告書から適用）
・臨時報告書
　2025年4月1日以後提出されるものから適用

「連結財務諸表の用
語、様式及び作成方
法に関する規則に規
定する金融庁長官が
定める企業会計の基
準を指定する件」等
の改正

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則に規定する金融庁長官が定める企業会計
の基準を指定する件（平成21年金融庁告示第69
号）」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則に規定する金融庁長官が定める
企業会計の基準を指定する件（平成21年金融庁
告示第70号）」について主に以下の改正を行うも
の。

・ 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
の指定について

　 　四半期報告書制度の廃止に伴い、ASBJから
公表された企業会計基準公開草案第80号「中
間財務諸表に関する会計基準（案）」の最終化
後に「連結財務諸表規則」及び「財務諸表等
規則」に規定する一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準として指定する。

　 　また、これに伴い、企業会計基準第12号「四
半期財務諸表に関する会計基準」については
指定から削除する。

左記改正が2024年3月29日付公布、2024年4月
1日から適用されている。

【法務省】
項目 内容 ステータス

該当なし
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